
第 2号様式 (1)一 ③

(単休発注 。事後審査4互 )

那覇港管逃組合一般競争入札公告第37号

地方自治法 (昭和E2年法律第67号つ 第234乗第 1項の規定に麦吟、 ^般競争入本と(以下「入札」という。)

を次のとおり実施する。

オ行不当5雪‐ヽ1_月 6園

那嘲港管理糸h合管即者 五城 康雑

管理着1 入札に付する事項

2 入札参加資格

次に定める要件をすrく て満たと/ている有資格業章であること。

(1) 名業 務 那覇手項進地磁気探査業務萎託 (R5)

(2) 履 行 場 所 】h覇 港那義ふ頚通丞

(3) 業 務 内 容 那覇港那覇ふ頭地区とこおける海地浚洪工事に伴う磁気傑査業務委託

(4) 壌 行 期 間 契約締結 日の翌日 (た だし、奨和 目f)翌 日が組合F)休 日に当たるときほ.逮今 t′ ,休 日F)翌 日与から,令和S年2月
=9日

iて

6.545,000円 (税込)(5) 設 計 金 額

(6) 資 格 審 査 方 法 ※本業務 |ま 、競争参力H資格の審傘を入オと執行後とこ行う。:事後審査聖

(7) 最 低 制 F長 価 格

本人札案件は、最低制限価格が設定さ胸ノているため、最低制限価格未稿の人札では

蕗札者となることができない。
※「最低詩ll眼価格の算定妊劇する運用についてJ

(https1//nahalDOrttど 予あ/心 us三 1less/t‐ ontract/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 半 価

※本業務の予定価格難オ記に示す設計業務萎託等技術者単福
を適用 して嶺算 してお り、入札参舜者は同単価を適用 して見

積 りを行い入札すること。

令和4年 3月 設計業務
委

~毛
等技術者単価

議会議決

ホ業務球、議会の議決に再―すべき契約及び財産の収得又は処分
に関する条夢1第 2条の規定に基づき、議会の同意の議決を要す
るため、落札決定後難仮契約を締結 t,′ 、議会のlHl意の議決を経
て適知したときに本契約となる。

準備手続き
(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補正)予算成立を前提とfした年度開
始 (予算成立)訥からの準備手続きであり、予算成立後に射ノJ
を生じる事業である。従つて、議会において当初 (補正)予算
案が奮決された場合は、契約を締結 とンない。また、次年愛当初
(補正)予算成立後においても、国庫文出金に孫る交付申議等

の手続きの関係 11、 入札を延翔〕する場合がある。

準備手続き

(交付決定前)

本手続きは、国庫支出全に係 る予算掟属を苗提とした事前準備
手続きであり、交付汎芝後に効力を生 じる事業である。従つ

て、交付申請等の手続きの関係 と、入札を延期
―

'~る

場合があ

る。

準備手続き

(繰越承認前)

本手続きは、議会における繰越承認を前提 とした事前準備手続
きでれ)り 、議会承認後に効力を生 じる事業である,従つて、議

会において本業務に係る予算の繰越承認が否決さ漁′た場合 |ま、

入札を廷期又は中 Iにすることがある。また、予算の繰越承認後
においても、田庫1文 出金に係 る繰越 (翌横)手続きの関係上、

入札を延期
▼
ナる場合がある。

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本葉件は、右表のう
ち、③印を付した制度等の

適用がある。)

債務負担オ∫為業務
本業務 |ま 、償務負担行為に係る契約の特即の道用を受ける業務
である。      '

(1) 訓 査

那覇港管理紳合の韻J量・建設ヨンサルタント等業李録業
者名簿 tこおいて、左記の登録を有するものと

(2)

膜ll量・建設 コン■ルタン ト

等入4と参方H資′階ネ簿整録年

度
令和4・ る手愛

(3) 登 録 業 種 磁気探査

(4) ヽ アA地方 白治法施行令第 167条 の楽の規定 :こ該当 tン ない者であることG



(5) ム札 日から当該委託の藩札決定 日までの間において、朗
`覇

港管理粗合の指名停止措置を受 ||ていないことも

(6)
会社更生法に丞づき更生手続き開始の幸立てがなされている者又は民事再生法ここ基づき再生手続き開始の申立

てがなさ章Rテ ている者 (手続き開始の決定後、人本と参力H食格の再認さを受 ilている者を除く。)では豪いことを

(7)
警察当局から、燥力団員が実質的に経営を支配する建設業者又iま これに準ずるものとして、那覇港管理率「 合兆

注工事等からの排除要諦があり、当該状洸が継続 している考でないことし

(3)

入札に参加 しようとする者の麗ここ以下の基準、′ブ)いずれか守こ該当する粥係がないこと.

なお、以 ドの関係がある場合に、辞送する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、】卜覇港管理組合競争

契約 入札心帯第 3条弟 芝1頁 の規定に抵触するものではない。

ア 資本関係

次のい・

'Aれ

か |こ該当する三者の場 合⇔

(a'子会社等 (会社法 (平成 17年法律第86号 )第 2条第 3を の 2に規定する子会社等をい う。以 下雨じっ)

と湧会社等 (囲条第 4号の 2に規定する親会社等をい う「 以下料じ.)の関係こある場合

(b)親会社等を同じくする子会社等司十の関係にある場合

イ 人的開採

次のいずれか :こ該当する■者の場合「
ただし、 (a)に fう いては、会社債等 (会社法施行規則 (平成 18年法務

省舎第 12/サ ^)第 2粂第 3項第 2号^に 規定する会社等をい う。以 ド同じ。)の  方が民事再生法 (平成 11年

法律第226号〕第 2条嘉 4号 |こ 規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成14午

法律第154拳)第 2条第 7項 :こ規定する史生会社をい うし)である場合を除くし

(a)一方の会社等の投員 (会社法施行規貝じ第 密条第 3頃嘉 3号に規定する殺長の うち、次に掲 iず る者を
い うゥ以 下同じ.)が 、他方の会社等の役員を現 tこ兼ねている場合

1)株式会社の取締役cただ と′、次に掲げる者を除く。

④会社法第2条毎こと号の2に規定する監査等委員会設機会社における監脊等委員である取締役

②会社法第 9条第12号に規定する希ネ委員会等設置会社にお tす る取締役

③会社法第 2条第 15号卜に規定する社外取締殺

G会社法第348条第 二項に規定する定款 tこ別段の定めがある場合により業務を執行 しないことと

されている取締役

2)会社法第402条 に規定する肴名委員会等設置会社の執行役

3)会社法弟575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社をい う。)の社_員

(却 l法第590条第 1項に規定
-0~る

定款に別段の定めがある場合により業務を執行 と́′ないこととされ

ていると員を除く。 )

4)組合の理事

5)そ の他業務を執行する者であって、 1)か ら4)ま でに掲げる章に準ずる帝

(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項 又は会社更生法第67条壽 1項の規定 |こ

より選任 さヤ1,た管財人 (以 ド革とこ管財 入とい う。)を現に来オ&ている場合

(c,^方 の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を魂に栄オaてぃる場合

, その他の人́本との通正 さが躍常さオとると認めら章Rテ る場合

組合 (共 口l企業体を含む.)と その構成長が i司 ―の入札に参加 している場合その他 li記 ア又はイとi司 視

と/う る資本関係又は人釣関係があると認められる場合G

(9) 地  域  要  イ牛
到手覇荘f、 浦添ド

"、

糸満澪f、 豊見城
=、

繭城荘f、 繭風原町、人重狼臣す
‐
、与ガヽ原町、堂野湾

市、因原町内に本店があること。

(10)

業
務
実
績

対 象 期 間
自 平成

=5年
4月 1用 点記の期麗内に下記の対象業務を請負い、完成 ,引 渡しが

先「 と/た業務実績を有することG至  令熟5年 11月 20日

対 象 委 託 (調査)磁気採査

考備 沖縄県内における水中の不発弾の探査業務

(11)

配
世
予
定
技
術
者

機 考

次ここ掲げる要件を満たす管逃技拿肘者及び担当技術者を当該業務とこllltI置することができ
ること。
ア Ⅲ

‐
記の資格のいずれかを有することG

①,港湾海岸訓査士 (危 !食物鋒査郡Fい

②.RC側 (地質叉 tま土質及び基礎 )の査格を名
生

|‐ る技術者かつ1滋気浜査の経験
を布する技術者

③.般社囲法人沖縄県磁気探査協会が認定する磁気探査伎十

イ 上記 (:0)業務実績を 件ヽ以上有することむ

ウ 樺 W帰 締 孝 ζr ttlィ Ⅲfl―  暮 鴻r球 井 言 連 綸 か 席 用 閣 権 ,Iム ス ‐ 井

(19) 取 抜 け 案 件

以 ドの業務を毒本Lした者は、本業務の落札苛となることはできないぅ
。鴻亮ゝ豆貞(若共護岸)磁気探企業務委託 (R5】

(令和 5年 11月 6謝那覇港管理孫「合一般競争入札公告第 36号 )



3 設計園書等の配布、貿 FH尋及び口答

4 資格確認 申請普等 (夕:》 提出

5 入́札手続き等

設 計 図 書 等 ■)配 布

鞘 間 鰤 令下H5年 11月 6日  (デ l) 至 令和5年 11月 20日 (月 )

配 布 方 法 剪L朝港管媒組合ホームベージにて曽道布する。 (hitpsiFrnaha,crt.う pF)

配 市 場 所 ・

聞 い 合 せ :先

ガhtt I付 逓童厨
J‐ 2番 1サ

那覇港管選組合 総務部
'進苗4 093-363-2578

3幣

総務課 財務班

質 問 ・
Fp司 答 期 間 等

(1)入 札・契約 手

続 に関す る こ と

那覇市通遺T2香 1号  3増
郎等港管理組合 総務ヨ

` 
総務諜 貯務班

月蔓言訴  098-363-2573      rfAX  093-368-2629

(2)上 記 (1)以 ▼`

に 関 →
~る

こ と

努卜璃市通堂堅r2警 lヶ  2賭
那覇港管理組合 企画建設部 ,I腕 f建設報

電話 098-8630336

提  出  翔! 聞
轟 令和6年 H月 6旧 (月 )  ～  埜 令和5年 11月 15爾 (水 )

上記薪蘭の上 口及び械 日を除く毎 拝、 9時から17時 まで。

提 出 場 所 上記 (1):二 1司 じc

提 出 方 法 電送 (鳳X又 とすメール 〔chi_tottma20t30nahaport,jp))又 イま持参

同 密  方  法
郵覇迷管理組合ホームページ (1lttpg:〃 nahaport jp/)及び ti記 (1'に

おいて、以 下の期間、幻党に供するc

回 答 期 閥
区答 口から 令和5年 11月 2上 旧 (大 ,  まで

上記彗間の■ 日及び祝 日を除く毎 日、 9時から17時 ミで。

資 格 確 認 申 請 書

本洸争の参方E令望者 |ま 、次の書装を軒眼 l′ こヽた提 IJす ること◆

なお、期限までに提出がない場合、本競争に参力爵することができない。

提 出 き 類
④ ‐般競争人札参舜資格確認中議書 (第 3サ様式)

②返信用対衛 (入
=と

結果通矢「用(34判 切手貼付〕)

提 出 鞘 間
麹 令和54干 11)lS戸 (月 ) ■ 令和 5年 11月 20犀  (月 )

と記鶏問の上 瀾及び侃 牌を除く毎 口、 9時から16時 まで,

提 出 場 所

ぷ覇蔽通章町 2番 1号  3踏
郵覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

電話 098363-2578
提 出 方 法 持参又難革送 (一般書留もとrく は簡易書留)

提 出 都 数 1盲る

入  札  期  購

入  札  方  法

木業務は、紙入
=し

により実施する.

入札書等 tま 、あらかじめ括てする日に配達さ漱′るように (「配連 日指

定罫撹a)、 「一般書留」又触「舗易書留」のい一
章
ミ
れかの方法により郭

送すること.持参や普通郵便等で提出さ才lⅢ た場合、無効とfす るご

提 出 書 類
0´入札書

②業務費内訳書
定

日

指
札

達

入

肥

く
今み5年 11月 21H(大 )

〒9000035  舟卜朝構通監Π
l・ 2香 1号

努ヽ窮港管理社合 総務引; 総務謀 財密班

電話香 号 0,8868-25需
苑 先

載

額
記こ

金
書

る

士Ｔ入
す

落
=し

恭定に及)た ′フてす求、入札書に記載された今禁に当該全顎の100分 の

10に相当する額を練算 とンえ金額 (当 該金額 |こ 1円 未満の端数があるとき

は、その端数全饗を慨 り捨てた金額)を もつて落札価格とするので、入

札精は、消費税及び地方消費税に係る諜税事業者であるか免税事業者で

あるかを弱わず、見積もつた契約希望金額のとと9分のと00に相当する企線

を入札書 tこ祀載すること。

3/6



入 札 に 門 す る

注 意  事  1頁

ア 入札帯の くじの数宇 (任意の数字 3桁】 |ま 、同額 くじ搬選が発生 kン

た場合に使用す るため、必ず記入
~1~る

ことc

イ 配連指定 籐以外の 日ここ届いた入なと書及び業務ハ,訳帯は、受理 しな

ヤヽぅ

ウ 入札書の 日付 ti、 珂札 日を記 入すること。

書

出
訳帥

提

務業

の

ア 第1郎 君の入札に際と、入本と書tこ 記載さをとる入札金額に対応 t_´ た業務
費内訳書 (様式自当)を提出することど

イ 業務費肉訳書には、4f成年月癬、項渭ミ員数、半価及び金額を明ら
かにとン、商号又は名称並びに住所を記載することc

ウ 業務費内試書にとす、代表者中を押r「することc

工 管理考 (こ れらの考の補助考を含る。)は、提出された業務費内訳
書について説明を求めることがある.

本公告 tこ示 t_フ た競子参力「資格のない者の と_′ た入札、資幣確認■請書等 :こ 虚偽の記載を t_フ た

者の した人本と及び入札に制する条件 iこ 注三 した入札は、無動とする。
入  札  の  無

資格確認中講帯の握臨後、都合 ,こ より人札を辞赳する場合tま 、開札 厨時ミでに人札辞退屋

を提麟す0~る ことc

また、落札決定まで,〉 間に他の業務を落札 したことにより配誠予定技術狩を本業務起西d餓

することができなくなったなきは、直ちに課告すること.当該隷告がなく、本入|と の手続き

が暮札決荘まで至つた場合、指名停止措眸要領に基づ く指名停上を行 うことがある。

入 札 の 辞 選

ア 落札候補者がいない場合 |ま 開札後直ちtこ再度入札を行 うので、再度入札ここも参カロする

場合は、開本と時点から立ち会 うことど初度の開札時に立 ら会わない参力旧者は再度人

札を辞退 したも,う とみなし、■度入
=と

への参力目を認めない,

イ 代却人が入札する場合は、入札を布 う勢に姿任状及び農己の予

"錐

を持参すること9

ウ 委任状とこは、業務名を記入すること。
_141‐度入本と参力母者又は再度入本と参加者の代理人は、当該入札に対する他の再度入本と参

加者の代理をすること
'ま

できないっ
オ 再皮 人本とti、 1司のみ とする。

歩 ア)

6  Fブ日本と

7 費を各確認資料の撻農と競争参加資l春の審査

開   札   日 呵 令不「5午 11月 22瞬  (水)  11100 ※入札普の 日付

調   札   場

1
理
`窮

込管理細今 2階大会議室

※入́札者 |ま 、開本とt二 立ち会 うことができる (誉 入́札に参加
―
|‐ る1嚇合は、開 と́時点から

立ち会 うこと)。

落 札 候 補 者 の 選 定

及 び 事 後 審 査 の 実 施

引本と後、落本と者の決定を保露し、予定価格の範班内で楕効な最低の値椿をもつて入本しを

行つた者 (以 下「落
=と

侯柿者」という。)か ら娠 tと競争参力旧資格の審査を行う.落孔侯補者
は、妻蝶■でに安格確認中諦書等を提出 ンヽない場合、焼争参朝資格がない三ぅのとするc

なお、暮札候補者とな上位から順に3者 (1生位の者と闘額の者が複数いる場合はこの眼りで

はない。,を決定し合格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次膜柱以降の者
の競争参力E資格の審査は行わないものとする争

通   知   Ⅲl 令和5午 豊月22田 〔永)17:00 まで (予定)に対象業者た〉て通知するr

提 出 期 限 令イ‖5年■月24郵 (金)15100 まで

提 出 書 類

①配置予定技術者の資格等 (様式 1,

③業務実績 (様式2)

0資終確認中請書 (第 3号様式)C'l資終確認の各項当に記戦とンた必要禅類

提  出  部  数 上部

提 出 方 法 原貝1、 持参

提   出   先

〒99併0035  郡覇市退並町 2番 1号

舜ヽ窃港管理ィユ今 総務部 総務謀 財密班

電話香号 09886チ E573



競 争 参 加 資 終 の 確 譜

競争参力‖資格の確認は、開札後、申講書等の提出彗段の野をミぃつて有 うものとし、その結

果は以下の日まで1こ書面により過姉十るc

令和5午 11月 27旧 (舞 )(予定)

なお、落札候補者について競争参加資格が確認され適格者であることが確謡できた場合
麒、落札者決定通舞をもつて資格確認結果のi腱知に代えるものとするぅ

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審容の結果、募札侯補章が競争参力B資格を満たと/ていると確認とンた場合tま 、当該毒札

候補者を落札者とする。また、その結果 1ま 、金入札参雄者に通舞するc

競争参加警格がないと認め

られた者がその運曲tと 対 し

て 不 服 が あ る 場 合

競争参力‖弯格がないと認めふれた者は、管理者に対して競争参力藤資格がないと謡められた

運れここついて説明を求めることができる.

管理帝ti説夢1を求められ,た ときtま 、苦情を申し立て螂触の翌日から起算と/て る日以内 (休

日を除く)に説羽を求めた者に堀 t_′ 、書面に(kり 回答する。

提 出 期 限
競争参方「査格確認結果の通矢|を行つた層の翌 籐から起算 して 5層 以ぬ

(体 旧を珠く)と する.

経   出   先 ガh朝港管理組合 総務判
` 

総務課 財務羽1

提  出  力 法
書苗i(様式麹山)を持参することど郵送又は電送 (メ ールやFAX)に よ

るもの ,ま受け付 tナ ない.

本  人 本と に 係

資 料 の 欺 被

る
l′

｀

ア 資格確認中講書等の作成及び提出に係る費病 tま 、提出若の負担 とする。
イ 契約 :■ 当者とま、提出された資幣確認申請書等にfういて、競争参加資格の確認以外に

提出者に無断で使用 しない。

ウ 提出された資務確認申請普等は、返却 しない。
工 栂幽華業内に眼 り、資格確認申諦幕等の修正、差 tン 替え、違報、再提出を認める。
オ 提十1雛銀を過 ぎた場合、資格確認 lll船 書等は受け付Ⅲ夕ないc

力 資務確認申議書等の受理後、書類内容を審査 し、書類の記載漏れや添付鴻れ,等が

れ,つ た場合は競争参加資務無 しとなり、落札者 となること黛できない。
キ 整絡確認中講書等ほ圭機の記載をとンた場合、指名停二措鷲要領に基づく指名停止

を行 うことがある。

患 入卒と採誕金及び契約保証金

入  本と 保  証

入本と保証金の金額等 1主 、■金又 !ま 管理者が姦実と認める有価証券等をもつて見釉る契約金

額の生OO分の5以

'生

を納付するものとする。ただ と́′、次のいずれかに該当する場合は、入札保

証金の納付を免除する。
ア 保険会社 との間に組合を被保険者 とする入札保証保険契約を締結 したとき.

イ 騨 く独立行政法人含む。)又は地方公共剛体とその種類及び規模をほぼ同じくする契

約を締結 した実績を有 L▽′、こ孝1,ら の うち過去 2箇年の間に履行嬢服の書1来 した二以 i生の

契約を全て試実に履行 した者ど
なお、次の者は入

=し

に関する条件に連反 t/た も分として、その入
=し

を無効とする。

(1)鞘眼攻でtこ人札保証金の索IJ付、若 と/く な林11付 t乙代わる上記ア、イのいず茸1,か に係る

書褻の提開のない者

(2)入札保証金の金顎等が上記の条件に満たない場合

(3'入
=と

保証企等の細付等に孫 る書類に不指があつた場合
iた、 ^度提趾|さ 漁′た人札保証金の納付等の変更 iま できないものとする。

※ 人札採証金を免除 1ク た落本と者が契約を結ばない場合、換常賠償金として、入札金額に

消費親及び地方消費税を加えた額の100分 の 5を部覇港管姓組合に納付と/な けれ,ゞならな
ヤ`c

※イにより入本とキ証金の免除を受 ける場合は、様式 「地方公共団体等契約状況確認どを

提出すること。

提    lttl   期    限 冷 f渾 6年 11月 20爾 〔月)17:00 ま
‐
で

崩 先提

〒900-0035  』:覇 車通宝恥 2番 1号

那覇港管理糸H合 総務部 総務課 財務班

電話番 号 098-8682578

入 札 保 証 全

(現 金 縮 付 )

提 出 方 法

ア 「入礼保証金継付普発行依頼書」を持参すること

※要事前連絡
イ 細 含が発行する納入通節書により全融機関で保証金を

納付 し夕、飯収書 (写)を上記期眼表でに提 liす るこ
>
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札保証保険。lⅢ 券・

保誰善・地方公共団

提 出 方 法
持参叉は郵送 (工達が確認できる方法 tこ てき付するこ

と

'

問
闘

瑚
期

険

証

保

保
閥本と日為ヽら2ん 月ヽ と

―
l｀ る。

有 価 証 券 等
脚
井
】

入

予
」

受

るす
時・受入方法等の前■々があるので、事前に

'上

記IL当課まで連絡

綸  保  証 免除 (那覇港管理糸H合契約規長と第 4条第 二項第 9号とこよる)

の

恣札恭定後、テクリス等によりl弩[置予定技術者の実績に関する違反の事実等が確認 された

なお、病気・死亡 。
i里職等の場合でやむを得ないととィ́て承認 された場合の外′ま、資格確認

中講書等の差替えは認められないど

病飢等の各騨↓な理由によりやむを得ず雌置予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる基準

を満たし、か▼9当初の配難千荘技術帝 と同等以上の帝を配離とンな |け ればならない。

の

、契約を結ばないことがある。

置 予 定 技 術

確

契約金額の30%以ぬ

適用あり
※那頚港管)塁秦R合契約規則第41条の規定回数の範囲内

前   金   払

払   条

分   払

本業務猛係 る契約は、落札甘の決定後、 7日 以ガ1に締結する。ただ とン、管理章が特に指示

したとき厳この限 りではない。
約 締 結 F時

本業務の契約締結後、本業務の業務委託科を変i更 協議する場合及び本業務と喪運する

を木業務受注者 と瞳意契約する場合、変更絡議 )(は 関連する業務の予定価格の算定は、本業

の講負オヒ率 (当 初契約額■当初設計額)を変更業務価格または携連業務の設計額 tこ棄 じた

で行 う。

負 代 金 等 の 変

業務

人本と参力用精は、ぷ薪港管理組合競争人本と心得、土本設計業務等委託契約書及び仕様書を熟

し、これを遵守すること。の 遵 守 事

札 参  力‖ 者
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